
　１．臨港地区以外の場合

　　③　意見

＊　第三者権利設定のうち地上権、貸借権、

使用借権を除くもの（例えば、抵当権、根抵当権等）は、

府が直接承認申請を受け、可否は

府独自の判断で行う。

　　　　 ＊＊　④については、②、③の意見 　　⑦　結果の通知

が異なるときに行う。

　２．臨港地区の場合

②分区規制上

の可否の協議

①　承認申請仮受付　
　（依頼）

⑥　可否の回答 ⑤可否の回答

⑧審査後意見

を付し進達

１２結果の通知

１０　調整　＊＊

＊　分区規制に適合しないものは、 　⑨意見

　取り下げ指導を行う。

　　１３結果

＊＊　１０については、⑧、⑨の 　　　の通知

意見が異なるときに行う。

（分区規制上可の場合）

　

第 三 者 譲 渡 等 承 認 事 務 手 続 の フ ロ ー 図

１１　結果の通知

大 阪 府

　②　意見を付し信達

調 整 会 議

⑤結果の通知

(抵当権設定等の場合）　＊

　　　　　（事前審査）

⑦　正式受付　　　＊

調 整 会 議

③　協議

④　回答

①　承認申請

　⑥　結果の通知

④調整　＊＊
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